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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市報に掲載されている情報などについて、
変更している可能性があります。事前にお問い合わせいただくようお願いします。

はなバス第１ルートの迂
う

回
か い

運行
　下保谷２丁目３番地から２丁目５番
地におけるガス工事に伴い、第１ルー
トの一部を迂

う

回
か い

運行します。ご迷惑を
お掛けしますがご理解をお願いします。
□迂回期間
11月21日㈪～12月下旬までの午前９
時～午後６時の間（㈰を除く）
□迂回カ所

「⑪上前」～「⑬下保谷２丁目住宅西」の
間を迂回運行するため、迂回期間中は

「⑫下保谷２丁目住宅北」は通りません。
※詳細は市kをご覧ください。▲

交通課op042－439－4435

市民アンケートにご協力を
市政

　令和６年度からの「第５期西東京市

凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

　庁舎の電気設備点検に伴い、11月
23日㈷は終日、次のサービスが停止
となります。ご理解とご協力をお願
いします。
❖公共施設予約管理システム
● ロビー端末の利用
※スポーツ施設３館（スポーツセン
ター・総合体育館・きらっと）に配
置しているロビー端末は利用可。
● 施設利用料金の入金
　有料施設を利用する方で、利用料
金の支払期限が11月23日㈷となっ
ている方は、スポーツ施設３館およ
び保谷こもれびホールを除き11月
22日㈫までの各施設の営業日に入
金をお願いします（入金に関するお
問い合わせは各利用施設へ）。▲

情報推進課n
　p042－460－9806
❖証明書コンビニ交付サービス
d市内外の全ての店舗
● 停止する証明書
　戸籍全部（個人）事項証明書、戸籍
の附票の写し▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020
❖図書館全館休館・図書館kなど
のサービス
● 図書館全館休館
※毎月第３㈮は休館日ですが、11
月18日㈮は開館します（中央・保谷
駅前・柳沢・ひばりが丘図書館）。
● 図書館k・メール送受信サービ

ス・各図書館サービス▲

中央図書館p042－465－0823

各種サービス停止11月
23日㈷

償却資産申告書の送付
税

　事業用資産を所有している方に、毎
年１月１日（賦課期日）現在所有してい
る資産について申告をお願いしていま
す。令和５年度の償却資産申告書を
12月上旬までに送付しますので、令
和５年１月24日㈫までの申告にご協
力ください。　※地方税法上の申告期
限は１月31日㈫まで

　対象の方で、申告書が届かない場合
は、下記へご連絡ください。
□申告方法
● 郵送（〒188－8666市役所資産税課）
● 持参（田無庁舎４階）など▲

資産税課np042－460－9830

11月30日は「年金の日」
「ねんきんネット」をご活用ください

年金

　厚生労働省では、「ねんきんネット」
などを活用しながら、高齢期の生活設
計に思いをめぐらせる日として、11月
30日（いいみらい）を「年金の日」とし
ています。
□ねんきんネット
　パソコンやスマートフォンからご自
身の年金記録を確認できます。
● 将来の年金見込額の試算
● 電子版「ねんきん定期便」の閲覧

● 受給に関する各種通知書の確認など

※マイナポータルまたは日本年金機
構kからログインしてご利用ください。
※詳細は日本年金機構のkへ
j ● ねんきんネット
　p0570－058－555
　（050から始まる電話
　p03－6700－1144）
● 武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411（ナビダイヤル）▲

保険年金課np042－460－9825

令和５年度 スポーツ施設の事前
利用申請

文化・スポーツ

□対象事業　市内で活動するスポーツ
団体などが主催する広く市民を対象と
するスポーツ大会など

i12月２日㈮～21日㈬に、各施設の
空き状況をjへ確認のうえ、スポー
ツセンター・総合体育館・きらっとの
窓口へ申請してください。
※申込順ではなく、提出書類などによ
り決定するため、受付締切後１カ月程
度かかります（内容によりお断りする
場合あり）。
※令和５年２月１日㈬以降は申込順
で受け付けします。
□提出書類　①①事前申請願（指定様式）
②②施設使用に関する添付資料（指定様
式）　③③事業の要項　④④事業の収支見
積書（参加料を徴収する場合のみ）　⑤⑤団
体の令和４年度事業報告書（申請時の
予定で可）　⑥⑥団体の令和４年度決算
書（会計担当者の署名が必要。申請時
の見込みで可）
※社会教育団体・青少年健全育成団体
または令和２～４年度に市内スポーツ
施設での大会実績がある団体は①～④
のみ提出してください。
□指定様式　市kからダウンロード、
スポーツセンター・総合体育館・きらっ
との窓口で配布
jスポーツセンターp042－425－0505▲

スポーツ振興課np042－420－2818

令和５年度「きらっと」文化活動
団体を対象とした事前調整受付
　南町スポーツ・文化交流センター「き
らっと」で、展示会などにより連続利
用を行う文化活動団体を対象に、事前
調整の受付を行います。
a11月25日㈮午前９時～午後８時
30分
i当日、jへ日程表をファクス（調整
後電話で連絡します）
jきらっとp042－451－0555・
　 l042－451－0666▲

スポーツ振興課np042－420－2818

わが家の耐震診断をしよう
くらし

　建物の設計図を基に簡易耐震診断を
行い、助言などを受けることができます。
a／b12月７日㈬午後２時～５時／
消費者センター分館
d市内の地上２階建て以下の木造一戸
建てで、自ら所有し居住している住宅
※原則、昭和56年５月31日以前の建築
e８人（申込順）　※１人35分程度
i12月２日㈮までに、電話で下記へ
□相談員　（一社）東京都建築士事務所
協会▲

住宅課op042－438－4052

連 絡 帳
市からの 地域福祉計画」策定のため、市民アン

ケートを実施します。11月下旬以降
に対象となる方へ調査票を送付します
ので、ご協力をお願いします。
c地域での人との関わりや福祉的な
ニーズに関すること
d／e住民基本台帳から無作為に抽
出した在住で18歳以上の方／2,500人
※12月中旬までに、同封の返信用封
筒（切手不要）で返信をお願いします。▲

地域共生課np042－420－2807

市民等アンケートにご協力を
　令和６年度からの「高齢者保健福祉
計画・介護保険事業計画（第９期）」策
定のため、市民の方や介護サービス事
業者、医療機関などを対象にアンケー
トを実施します。11月下旬に対象と
なる方へ調査票を送付しますので、ご
協力をお願いします。
c健康・福祉・介護に関すること
d／e無作為に抽出した介護保険第
１号被保険者（介護認定を受けていな
い方）／1,000人
※その他属性に応じて市民・事業所な
ど対象の調査６種／約4,000人・約
600カ所
※12月12日㈪までに、同封の返信用
封筒（切手不要）で返信をお願いします。▲

高齢者支援課n
　p042－420－2813

ねんきん
ネット

■教育委員会
a11月29日㈫午後２時
b田無第二庁舎４階
c／e行政報告ほか／10人▲

教育企画課np042－420－2822

■社会教育委員の会議
a11月25日㈮午後２時
b田無第二庁舎３階

審議会など

c地域の活性化に向けた人材の育成
e２人▲

社会教育課np042－420－2831

■文化財保護審議会
a11月29日㈫午後１時30分
b東伏見市民集会所
c西東京市の文化財保護
e５人▲

社会教育課np042－420－2832

マスクの着用や手洗い・手指消毒などにご協力をお願いします。
また、咳

せき
や発熱など、体調不良の方は傍聴をご遠慮ください。

傍 聴傍 聴

ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 助 成 制 度
　受給要件に該当するひとり親家庭
などに対して、保険診療でかかった
医療費の自己負担分を助成します

（課税状況により一部負担金あり）。
新規申請後、受給資格が認定された
方には、親医療証を交付します。次
の受給要件に該当し、まだ申請して
いない方は、子育て支援課（田無第
二庁舎２階）で申請手続をしてくだ
さい。
d次のいずれかに該当する児童を
養育する父、母または養育者
● 父母が離婚　 ● 父または母が死亡
または生死不明　 ● 父または母に重

度の障害がある　 ● 婚姻によらない
出生など

※そのほかの受給要件、必要書類な
どの詳細はお問い合わせください。
□助成対象外
　次の状態にある場合は、ひとり親
家庭などであっても 親 医療費助成
制度の対象外です。
● 医療保険未加入　 ● 申請者または
扶養義務者の所得が限度額以上（別
表参照）　 ● 生活保護受給　 ● 児童
が医療費の自己負担分のない施設に
措置により入所している▲

子育て支援課np042－460－9840

所得制限限度額

扶養親族等の数 受給者 孤児等の養育者
配偶者・扶養義務者

０人 192万円 236万円
１人 230万円 274万円
２人 268万円 312万円
３人 306万円 350万円

所得制限限度額への加算
４人以上 １人につき　38万円 １人につき　38万円
16～19歳未満の
控除対象扶養親族および
特定扶養親族

１人につき　15万円 ０円

老人扶養親族 １人につき　10万円  １人につき　６万円※

□ひとり親家庭等医療費助成制度所得制限限度額表

※老人扶養のみの場合は２人目から

※所得…給与収入の場合は給与所得控除後の金額－10万円、確定申告の場合は収
入額から必要経費を差し引いた額
※離婚などで養育費を受け取っている場合は、受け取った養育費の８割を所得に加算

迂回経路図
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下保谷２丁目住宅北
工事中、迂回のため
休止となります。
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下保谷２丁目住宅西


